
郵送による転出証明書の取り寄せ方法 

 

住民票を異動させる場合は、旧住所地の市役所等で転出届出をし、転出証明書をもらい

ます。その後、新住所地の市役所等で転出証明書を提出し転入届出をする必要があります。 

 妙高市で転出届をしないまま他市町村へ引っ越してしまい、郵送で転出証明書を取り寄

せたい場合は、次の[1]～[4]のものを同封して、妙高市役所市民税務課まで申請してくだ

さい。 

 なお、手数料は必要ありません。 

 

《ご用意いただくもの》 

[1]申請書 

・必要事項をすべて記載します。※関連ファイルからダウンロードしてください。 

・申請書で不明な点があれば連絡をしますので、昼間連絡がとれる電話番号（携帯電話番

号や職場の電話番号など）を記入してください。 

 

[2]返信用封筒及び郵送料 

・「転出証明書」を郵送するための返信用封筒です。 

 ※ただし、マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちのかたは転出証明書を郵送

しない場合がありますので、お電話にてお問い合わせください。 

・返信用封筒には新住所（これから住民登録する住所）と氏名を記入し、切手を貼ってく

ださい。重要な書類のため簡易書留での郵送となります。 

 ※郵送料…84 円（定形郵便）＋簡易書留分 320 円＝404 円 

（定形外封筒をご使用の場合や速達をご希望の場合は別途料金がかかります）  

 

[3]本人確認書類 

・「本人になりすました請求」を防止するため、申請者への「本人確認」を実施していま   

す。請求するかたの氏名、現住所が記載された官公署発行の証明書（運転免許証・健康保

険証・マイナンバーカード・住基カードなど）のコピーをご同封ください。 

※免許証の裏書きがある場合は裏面のコピーもお願いします。 

 ※証明書は有効期限内のものに限ります。 

 

[4]国民健康保険証など 

 妙高市から交付されている国民健康保険証や介護保険証などをお持ちのかたは同封して

ください。 

 

《ご注意》 

■申請内容に不備がありますと、申請書をお返しすることがあります。 

 

請求先・問い合わせ先 

〒９４４－８６８６ 新潟県妙高市栄町５番１号 

妙高市役所 市民税務課 市民窓口係 

電話 0255-72-5111（代表） 0255-74-0009（直通） 


